
 

1 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
告

示
第
二
百
二
十
九
号
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 
後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

一 

居
住
者
若
し
く
は
非
居
住
者
に
よ
る
本
邦
か
ら
外
国
へ

向
け
た
支
払
又
は
居
住
者
に
よ
る
非
居
住
者
と
の
間
の
支

払
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
も
の
及
び

こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
る
本
邦
か
ら
外
国
へ
向
け
た
支
払
（

イ
、
ロ
又
は
ソ
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
六

一 

居
住
者
若
し
く
は
非
居
住
者
に
よ
る
本
邦
か
ら
外
国
へ

向
け
た
支
払
又
は
居
住
者
に
よ
る
非
居
住
者
と
の
間
の
支

払
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
も
の
及
び

こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
る
本
邦
か
ら
外
国
へ
向
け
た
支
払
（

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
号
に



 

2 

号
に
お
い
て
「
第
一
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て

行
う
支
払
及
び
第
一
号
対
象
者
に
よ
る
支
払
に
つ
い
て
は

、
当
該
第
一
号
対
象
者
の
た
め
に
当
該
第
一
号
対
象
者
以

外
の
名
義
で
行
わ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
第
一
号
対
象

者
の
た
め
に
直
接
又
は
間
接
に
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。

） イ
～
レ 

（
略
） 

ソ 

イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動
及
び
核
兵
器
運
搬

手
段
の
開
発
に
関
与
す
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め

る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く

資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
イ
ラ
ン
の
拡
散
上

お
い
て
「
第
一
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
う

支
払
及
び
第
一
号
対
象
者
に
よ
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
当

該
第
一
号
対
象
者
の
た
め
に
当
該
第
一
号
対
象
者
以
外
の

名
義
で
行
わ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
第
一
号
対
象
者
の

た
め
に
直
接
又
は
間
接
に
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
） 

 

イ
～
レ 

（
略
） 

（
新
設
） 

   



 

3 

機
微
な
核
活
動
及
び
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
与

す
る
者
を
指
定
す
る
件
（
令
和
七
年
外
務
省
告
示
第 

 

 
 

 

号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

二
～
四 

（
略
） 

（
削
る
） 

      

   二
～
四 

（
略
） 

五 

居
住
者
又
は
非
居
住
者
に
よ
る
本
邦
か
ら
外
国
へ
向
け

た
支
払
で
あ
っ
て
、
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動
と

し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理

事
会
決
議
に
基
づ
き
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
の
事

前
承
認
に
よ
り
加
盟
国
が
許
可
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

資
金
移
転
の
対
象
と
な
る
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活

動
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
八
年
外
務
省
告
示
第
十
八



 

4 

  五
・
六 

（
略
） 

号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
寄
与
す
る
目
的
で
行

う
取
引
又
は
行
為
に
係
る
も
の 

六
・
七 

（
略
） 

 
 

  



 

1 

 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
告

示
第
百
九
十
三
号
（
外
国
為
替
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法

第
二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
特
定
資
本
取
引
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

二 

居
住
者
に
よ
る
特
定
資
本
取
引
（
外
国
為
替
令
第
十
四

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
（
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
契
約
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ

二 

居
住
者
に
よ
る
特
定
資
本
取
引
（
外
国
為
替
令
第
十
四

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
（
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
契
約
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ



 

2 

く
特
定
資
本
取
引
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
契
約
で
金

銭
の
借
入
契
約
に
該
当
す
る
も
の
（
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
契
約
で
電
子
決
済
手
段
等
の
借
入
契
約
に
該
当
す
る

も
の
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
く
特

定
資
本
取
引
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
と
の

間
で
行
う
も
の
（
イ
、
ロ
、
ホ
又
は
ツ
に
掲
げ
る
者
と
の

間
で
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
非
居
住
者
の
た
め
に

当
該
非
居
住
者
以
外
の
名
義
で
行
わ
れ
る
も
の
そ
の
他
の

当
該
非
居
住
者
の
た
め
に
直
接
又
は
間
接
に
行
わ
れ
る
も

の
を
含
む
。
） 

く
特
定
資
本
取
引
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
契
約
で
金

銭
の
借
入
契
約
に
該
当
す
る
も
の
（
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
契
約
で
電
子
決
済
手
段
等
の
借
入
契
約
に
該
当
す
る

も
の
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
く
特

定
資
本
取
引
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
と
の

間
で
行
う
も
の
（
イ
、
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
者
と
の
間
で

行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
非
居
住
者
の
た
め
に
当
該

非
居
住
者
以
外
の
名
義
で
行
わ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
当
該

非
居
住
者
の
た
め
に
直
接
又
は
間
接
に
行
わ
れ
る
も
の
を

含
む
。
） 



 

3 

イ
～
ソ 

（
略
） 

ツ 
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動
及
び
核
兵
器
運
搬

手
段
の
開
発
に
関
与
す
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め

る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く

資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
イ
ラ
ン
の
拡
散
上

機
微
な
核
活
動
及
び
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
与

す
る
者
を
指
定
す
る
件
（
令
和
七
年
外
務
省
告
示
第 

 

 
 

号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

イ
～
ソ 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

 

 

 
 

  



 

1 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 
輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業

省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地

域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和 

年 

月 

日
か
ら
施

行
す
る
。 

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

武
藤 

容
治 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

二 

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を

原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認

を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ

二 

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を

原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認

を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ



 

2 

き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
同
表
の

第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す
る
。 

き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
同
表
の

第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す
る
。 

第
１

 
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積

地
域
と
す
る
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
貨
物

 

地
 
域

 

貨
 

 
 

 
 
物

 

項
目

 

番
号

 

関
税
率
表

の
番
号
等

 

貨
物
名

 

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

ロ
シ
ア
（
原
油

及
び
石
油
製
品

に
つ
い
て
は
ロ

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

第
１

 
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積

地
域
と
す
る
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
貨
物

 

地
 
域

 

貨
 

 
 

 
 
物

 

項
目

 

番
号

 

関
税
率
表

の
番
号
等

 

貨
物
名

 

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

ロ
シ
ア
（
原
油

及
び
石
油
製
品

に
つ
い
て
は
ロ

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 



 

3 

シ
ア
を
原
産
地

 

と
す
る
場
合
に

限
る
。
）

 

イ
ラ
ン

 
 

 
輸
出
貿
易
管
理
令
（

昭
和
二
十
四
年
政
令

第
三
百
七
十
八
号
）

別
表
第
一
の
一
の
項

及
び
二
の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
貨
物
、
同

表
の
三
の
項
（
二
）

７
に
掲
げ
る
貨
物
（

シ
ア
を
原
産
地

 

と
す
る
場
合
に

限
る
。
）

 

（
新
設
）

 
 

 
（
新
設
）

 

       



 

4 

六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
に

対
し
て
耐
食
性
の
あ

る
材
料
を
用
い
た
ベ

ロ
ー
ズ
弁
に
限
る
。

）
、
同
項
（
二
）
９

に
掲
げ
る
貨
物
（
ウ

ラ
ン
同
位
元
素
の
分

離
用
の
装
置
に
用
い

ら
れ
る
真
空
ポ
ン
プ

に
限
る
。
）
並
び
に

同
表
の
四
の
項
の
中

           



 

5 

欄
に
掲
げ
る
貨
物

 
 

 
 

第
２

 
（
略
）

 
第
２

 
（
略
）

 
 

 

  



〇
財 

務 

省

経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
を
定
め
る
省
令
（
令
和
五
年
財
務
省
、
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
第
二
条
第
一
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣

が
指
定
す
る
特
定
の
者
等
を
定
め
る
件
（
令
和
五
年
五
月
財
務
省
、
経
済
産
業
省
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日 

財
務
大
臣 

加
藤 

勝
信 

経
済
産
業
大
臣 

武
藤 

容
治 

第
二
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
十 

イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動
及
び
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
与
す
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動
及

び
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
与
す
る
者
を
指
定
す
る
件
（
令
和
七
年
九
月
外
務
省
告
示
第 

 
 

号
）
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。
） 


